
議案第５９号 

 

愛西市税条例の一部改正について 

 

愛西市税条例（平成１７年愛西市条例第５５号）の一部を改正する条例を

別紙のように定めるものとする。 

 

平成２８年１１月２９日提出 

 

                 愛西市長 日 永 貴 章 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、

愛西市税条例を改正する必要があるからである。 
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愛西市条例第 号 

 

愛西市税条例の一部を改正する条例 

 

愛西市税条例（平成１７年愛西市条例第５５号）の一部を次のように改正

する。 

附則第２０条の４第１項中「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、

同条第２項第１号中「附則第２０条の４第１項」を「附則第２０条の５第１

項」に改め、同項第２号中「、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附

則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び第３４条の９

第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１

項」に、「附則第２０条の４第１項」を「附則第２０条の５第１項」に改め、

同項第３号中「附則第２０条の４第１項」を「附則第２０条の５第１項」に、

「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号）」に、「特

定給付補填金等に係る雑所得等の金額」を「特定給付補塡金等に係る雑所得

等の金額」に改め、同項第４号中「附則第２０条の４第１項」を「附則第 

２０条の５第１項」に改め、同条第３項中「第３３条及び」を「同条及び」

に、「同法」を「租税条約等実施特例法」に改め、同条第５項第１号中「附

則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の５第３項後段」に改め、同項第

２号中「、第３４条の９第１項、附則第７条第１項、附則第７条の３第１項

及び附則第７条の３の２第１項」を「及び第３４条の９第１項並びに附則第

７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」に、「附則第 

２０条の４第３項」を「附則第２０条の５第３項後段」に改め、「、第３４

条の９第１項中「第３３条第４項」とあるのは「附則第２０条の４第４項」

と」を削り、同項第３号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の

５第３項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号）」に、「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め、同項第４

号中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の５第３項後段」に改め、
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同条第６項中「附則第２０条の４第３項」を「附則第２０条の５第３項前段」

に改め、同条を附則第２０条の５とし、附則第２０条の３の次に次の１条を

加える。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の４ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第

２項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第

５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第１６条

第２項に規定する特例適用利子等については、第３３条及び第３４条の３

の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得

相互免除法第８条第２項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第５項及

び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用利

子等の額（以下この項において「特例適用利子等の額」という。）に対し、

特例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えられた第３４条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の税

率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１） 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」と

あるのは、「総所得金額、附則第２０条の４第１項に規定する特例適

用利子等の額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで及び第３４条の９第１項並び

に附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第３４条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第２０条の４第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８及び第３４条の

９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条

の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７第１項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の４
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第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３） 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の４第１項に規

定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）

第７条第１０項（同法第１１条第８項及び第１５条第１４項において

準用する場合を含む。）に規定する特定対象利子に係る利子所得の金

額、同法第７条第１２項（同法第１１条第９項及び第１５条第１５項

において準用する場合を含む。）に規定する特定対象収益分配に係る

配当所得の金額、同法第７条第１６項（同法第１１条第１１項及び第

１５条第１７項において準用する場合を含む。）に規定する特定対象

懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第７条第１８項（同法第

１１条第１２項及び第１５条第１８項において準用する場合を含む。）

に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。 

（４） 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の４第１項に規定

する特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第２０条の４第１項の規定による市民税の

所得割の額」とする。 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第

８条第４項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１２

条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第１６

条第３項に規定する特例適用配当等（次項において「特例適用配当等」と

いう。）については、第３３条第３項及び第４項の規定は適用しない。こ

の場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第３４条の３

の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得

相互免除法第８条第４項（外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配

当等の額（以下この項において「特例適用配当等の額」という。）に対し、
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特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により読み替えられた第３４条

の２の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に１００分の３の

税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月

１日の属する年度分の第３６条の２第１項の規定による申告書（その提出

期限までに提出されたもの及びその提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された

第３６条の３第１項に規定する確定申告書を含む。）に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるとき（これらの申告書にその記載が

ないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

に限り、適用する。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１） 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」と

あるのは、「総所得金額、附則第２０条の４第３項後段に規定する特

例適用配当等の額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで及び第３４条の９第１項並び

に附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項の

規定の適用については、第３４条の６中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第２０条の４第３項後段の規定による市民税の

所得割の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８及び第３４

条の９第１項並びに附則第７条第１項、第７条の３第１項及び第７条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第

２０条の４第３項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

２０条の４第３項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。 

（３） 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第２０条の４第３項後段

に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する
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相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第

１４４号）第７条第１４項（同法第１１条第１０項及び第１５条第１６

項において準用する場合を含む。）に規定する申告不要特定対象配当等

に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。 

（４） 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第２０条の４第３項後段に

規定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第３項後段の規定による

市民税の所得割の額」とする。 

附 則 

この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

 


